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平成１８年度第１回岐阜県事業評価監視委員会議事概要書

日 時：平成１８年６月５日（月）

１３：１５～１５：３０

場 所：県庁議会棟第二面会室

（堀県土整備部参事兼技術検査課長）○開会の挨拶

○議事

１ 委員長の選出

委員の互選で、河村三郎委員を委員長に選任。

２ 役員の選出について

（１）副委員長の指名

委員長から、副委員長に宮城俊彦委員を指名。

（２）議事概要書署名委員の指名

委員長から、署名委員として新家則之委員、臼井幸太郎委員、岡田悠子委員の３委

員を指名。

３ 平成１８年度のスケジュール等について

（１）市町村事業の再評価 について＊１

【審議内容】

市町村長から審議依頼のあった７事業の再評価についても、本委員会において取

り組むこととする。

（２）再評価 実施事業の概要について＊１

【審議内容】

Ｑ）森林住環境整備事業の採択規準に、「開設効果指数」という項目があります

が、「開設効果指数」とは何ですか。

Ａ）「開設効果指数」とは、林道開設が森林施業にどの程度影響を与えるかを示

す指数です。「開発効果指数」が高いほど森林施業を行うのに効果的な林道

といえます。

Ｑ）「開設効果指数」は、どの様なデータ（情報）から求めるのですか。

Ａ）当該林道の利用区域の面積や、樹種（針葉樹、広葉樹）、蓄積等によって求

めています。

Ｑ）「開設効果指数」を求める公式が分かりましたら教えて下さい。

Ａ）事務局では、公式を把握しておりませんので、詳細審議時に事業課から説明

させて頂きたいと思います。

Ｑ）森林住環境整備事業で管理道の採択規準が、開設効果指数０．９以上となっ

ていますが、この基準は事業を採択するうえで高いハードルですか。また、

岐阜県の林道ではどの程度の値が一般的なのですか。

Ａ）事務局では答えかねますので、詳細審議時に事業課から説明させて頂きたい

と思います。
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【審議結果】

平成１８年度は、別表に揚げる２０箇所（県事業１３・市町村事業７）の審議

を行うものとする。

（３）事後評価 の実施について＊２

【審議内容】

審議箇所については、審議箇所選定の客観性及び透明性を確保するため、各担

当課で事業規模の最も大きい箇所を選定することとする。

【審議結果】

本委員会において、事後評価についても取り組むこととし、審議箇所は対象

４４事業のうち各事業課の代表箇所、以下の６箇所とする。

事 業 名 地 区 名 施行場所 事業課名

（路線名・河川名等）

交通連携推進事業 一般国道157号 道路建設課岐阜市吉野町～岐阜市加納桜通

河川等災害復旧等関連緊急事業 土岐川 瑞浪市和合町 河川課

公共地すべり対策事業 長倉 高山市上宝町長倉 砂防課

長良古津橋線 岐阜市大字長良福光 街路公園課公共街路事業、緊急地方道路事業等

県営ふるさと農道緊急整備事業 久々野・高山 高山市 農地整備課

水源森林総合整備事業 西谷 本巣市根尾 治山課

（４）現地調査の実施について

【審議内容】

Ｑ）本年度の審議箇所対象でなくてもよいので、県で過去に整備した箇所につ

いても併せて調査を行い今後の審議に役立てたい。

事業は問いませんので、現地調査地候補の近傍で適当な箇所はないですか。

Ａ）この場では分かりかねますので、事業課と相談し候補地を示したいと思い

ます。

【審議結果】

次の２箇所について、現地調査を実施する。調査日は６月２９日（木）とする。

・県営広域営農団地農道整備事業 郡上南部 郡上市

・ふるさと林道緊急整備事業 和良・明宝 郡上市

なお、審議の参考とするため、県で過去に整備した箇所についても併せて調査

を行う。調査地については、事務局が委員長と協議のうえ決定する。

（５）平成１８年度委員会の開催計画について

【審議結果】

以下の日程で委員会を開催する。

なお、事後評価については、平成１９年１～２月に委員会を開催し審議を行う。

第２回委員会 ６月２９日（木） ○現地調査

第３回委員会 ７月１８日（火） ○再評価詳細審議

農地整備課所管事業（５箇所）
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第４回委員会 ８月１１日（金） ○再評価詳細審議

森林整備課所管事業（４箇所）

治 山 課 所 管 事 業（１箇所）

道路建設課所管事業（３箇所）

第５回委員会 ９月１５日（金） ○再評価詳細審議（市町村事業）

森 林 整 備 事 業（１箇所）

下 水 道 事 業（６箇所）

第６回委員会 平成19年１月頃 ○事後評価

４４箇所のうちの６箇所を選定し実施する。

（堀県土整備部参事兼技術検査課長）○閉会の挨拶

＊１ (再評価)

事業の採択後一定期間を経過した後も着工されていない事業及び、事業の採択後

既に長期間が経過している事業の評価。

＊２ (事後評価)

事業完了後（暫定供用後を含む）１年間を経過した大規模な事業の評価。

但し、河川事業等、事業効果が現れるまで期間を要する事業については５年経過

後に評価する。

○委員会の状況
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平成１８年度　再評価審議対象箇所一覧表 　

百万円

1 道路建設課 ○ 岐阜県 H9 H26 18,900 H18 ○ 地域連携推進事業 一般国道256号 下呂市金山町乙原～保井戸

2 道路建設課 ○ 岐阜県 H9 H29 18,538 H18 ○ 地域連携推進事業 一般国道360号 飛騨市宮川町袮宜ヶ沢上

3 道路建設課 ○ 岐阜県 H4 H21 9,900 H18 ○ 地域連携推進事業 一般国道157号 本巣市根尾平野～金原

4 下水道課 ○ 高山市 H9 H25 7,025 H18 ○ 特定環境保全公共下水道事業 国府処理区 高山市国府町広瀬町･三日町地内他

5 下水道課 ○ 美濃加茂市 H9 H28 16,862 H18 ○ 公共下水道事業 蜂屋川処理区 美濃加茂市加茂野町・蜂屋町

6 下水道課 ○ 瑞穂市 H9 H27 6,150 H18 ○ 特定環境保全公共下水道事業 西処理区 瑞穂市大字七崎・居倉・田之上・唐栗･宮田・大月

7 下水道課 ○ 下呂市 H9 H32 7,630 H18 ○ 公共下水道事業 下呂南部処理区 下呂市

8 下水道課 ○ 輪之内町 H9 H27 11,823 H18 ○ 特定環境保全公共下水道事業 輪之内処理区 安八郡輪之内町

9 下水道課 ○ 池田町 H9 H39 29,000 H18 ○ 公共下水道事業 池田処理区 揖斐郡池田町

10 農地整備課 ○ 岐阜県 H8 H23 6,090 H18 ○ 県営かんがい排水事業 桑原 羽島市

11 農地整備課 ○ 岐阜県 H8 H20 1,023 H18 ○ 県営農村環境整備事業 椛の湖 中津川市（旧坂下町）

12 農地整備課 ○ 岐阜県 H3 H21 20,105 H18 ○ 県営広域営農団地農道整備事業 飛騨東部 高山市

13 農地整備課 ○ 岐阜県 H8 H22 18,337 H18 ○ 県営広域営農団地農道整備事業 郡上南部 郡上市

14 農地整備課 ○ 岐阜県 H8 H20 851 H18 ○ 県営一般農道整備事業 牧野 美濃加茂市

15 森林整備課 ○ 岐阜県 H8 H21 894 H18 ○ 森林環境保全整備事業 時山～多賀 大垣市上石津町時山字登り

16 森林整備課 ○ 岐阜県 H8 H19 10,650 H18 ○ ふるさと林道緊急整備事業 和良・明宝 郡上市明宝畑佐および和良町鹿倉

17 森林整備課 ○ 岐阜県 H8 H27 6,992 H18 ○ 森林居住環境整備事業 尾城山 白川町・東白川村・中津川市（旧加子母村）

18 森林整備課 ○ 岐阜県 H13 H19 1,100 H18 ○ ふるさと林道緊急整備事業 椹谷 下呂市小坂町落合

19 森林整備課 ○ 関ヶ原町 H8 H22 962 H18 ○ 森林環境保全整備事業 下土 関ヶ原町大字今須

20 治山課 ○ 岐阜県 H8 H22 3,305 H18 ○ 復旧治山事業 前山 中津川市
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